
令和2年（2020年）5月1日 第２１４号ひらつか議会だより

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と 

子
供
の
居
場
所
づ
く
り

問　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
登

録
児
童
数
の
推
移
予
想
と
施
設

開
設
な
ど
の
方
向
性
を
伺
う
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長
　
ニ
ー
ズ

は
高
ま
っ
て
お
り
、
児
童
数
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
余
裕
教

室
の
活
用
や
既
存
ク
ラ
ブ
の
分

割
な
ど
を
計
画
的
に
進
め
、
受

け
入
れ
数
を
拡
充
し
て
い
く
。

問　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と

「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」
の
一

体
型
運
営
に
つ
い
て
伺
う
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長
　「
や
わ

た
子
ど
も
村
」
と
「
港
放
課
後

子
ど
も
教
室
」
は
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
と
共
通
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
参
加
で
き
る
一
体
型
で
実

施
し
て
い
る
。
今
後
、「
放
課

後
子
ど
も
教
室
」
を
新
設
す
る

場
合
に
は
、
一
体
型
で
事
業
を

進
め
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

東
京
２
０
２
０
パ
ラ
リ 

ン
ピ
ッ
ク
と
共
生
社
会

問　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機

と
し
た
、
共
生
社
会
の
実
現
に

向
け
た
考
え
方
を
伺
う
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
推
進
担
当
部
長
　
市
民

に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
絶
好

の
機
会
で
あ
り
、
パ
ラ
リ
ン
ピ

ア
ン
と
の
交
流
事
業
な
ど
を
で

き
る
限
り
行
う
。
ま
た
、
障
が

い
や
多
様
性
を
考
え
る
き
っ
か

け
づ
く
り
と
し
て
、
小
・
中
学

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
推
進
担
当
部
長
　
テ
ス

ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
受
け
入
れ

に
お
い
て
交
流
な
ど
を
進
め
て

き
た
。
大
会
に
向
け
て
、
聖
火

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
際
に
行
う

イ
ベ
ン
ト
や
閉
会
式
の
際
に
行

う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
イ
ブ
サ
イ

ト
の
ほ
か
、
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
体

験
会
な
ど
も
予
定
し
て
い
る
。

校
と
特
別
支
援
学
校
の
児
童
・

生
徒
が
一
緒
に
取
り
組
め
る
イ

ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
く
。

問　
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け

て
今
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
内

容
と
、
今
後
の
計
画
を
伺
う
。

無
所
属

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
・

共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て

久
保
田 

聡 

議
員

市
制
施
行
90
周
年
に
向
け
た

取
り
組
み

小
泉 

春
雄 

議
員

安
心
・
安
全

問　
台
風
や
豪
雨
の
際
に
い
つ

避
難
を
す
る
か
、
市
民
が
事
前

に
対
応
を
考
え
て
お
く
こ
と
が

必
要
で
は
な
い
か
。

防
災
・
危
機
管
理
監　
風
水
害

は
避
難
行
動
を
市
民
が
事
前
に

計
画
で
き
、
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ

イ
ン
の
作
成
が
有
効
で
あ
る
。

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
改
訂
以

降
、
住
民
説
明
会
や
防
災
訓
練

な
ど
で
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

の
作
成
訓
練
を
行
っ
て
き
た
。

問　
避
難
所
運
営
委
員
の
機
能

を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
取
り
組

み
が
必
要
で
は
な
い
か
。

防
災
・
危
機
管
理
監
　
去
年
の

龍
城
ケ
丘
公
園
整
備

問　
公
園
整
備
に
つ
い
て
の
住

民
説
明
会
は
、
基
本
協
定
締
結

前
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

都
市
整
備
部
長
　
候
補
に
選
定

さ
れ
た
事
業
者
は
基
本
協
定
締

結
に
よ
っ
て
正
式
に
設
置
等
予

定
者
と
な
り
、
説
明
会
へ
の
協

力
な
ど
の
責
務
が
発
生
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
基
本
協
定
締
結

後
に
説
明
会
を
開
催
す
る
。

問　
樹
林
帯
を
切
ら
な
い
で
ほ

し
い
と
い
う
住
民
の
声
に
、
現

状
と
同
等
以
上
の
機
能
を
事
業

者
に
求
め
る
か
ら
問
題
な
い
と

し
て
き
た
。
し
か
し
、
プ
ー
ル

跡
地
東
側
の
Ｂ
エ
リ
ア
は
ば
っ

さ
り
樹
林
帯
を
切
る
計
画
で
あ

る
。
工
事
段
階
も
含
め
て
同
等

以
上
を
ど
う
保
証
す
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長
　
要
求
水
準
書

で
は
、
現
状
と
同
等
以
上
の
飛

砂
防
備
機
能
を
求
め
て
い
る
。

工
事
中
は
仮
設
フ
ェ
ン
ス
な
ど

で
対
策
し
、
現
場
の
状
況
を
見

て
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
。

問　
現
状
と
同
等
以
上
を
科
学

的
に
証
明
さ
せ
る
責
任
が
あ

る
。
資
料
は
い
つ
出
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長
　
今
は
時
期
を

は
っ
き
り
と
答
え
ら
れ
な
い
。

問　
高
潮
や
塩
害
に
つ
い
て
は

証
明
し
な
い
の
か
。

都
市
整
備
部
長
　
高
潮
は
地
盤

高
を
防
護
水
準
よ
り
高
く
す
る

の
で
安
全
に
で
き
、
必
要
は
な

い
と
思
っ
て
い
る
。
塩
害
は
証

台
風
で
は
避
難
所
運
営
に
課
題

が
出
た
。
地
域
の
声
な
ど
を
基

に
、
新
た
に
風
水
害
に
特
化
し

た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
。

湘
南
海
岸
公
園
の 

整

備

は

問　
高
浜
台
に
あ
る
湘
南
海
岸

公
園
プ
ー
ル
の
開
放
期
間
を
延

長
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

副
市
長
　
監
視
員
は
警
備
業
法

上
の
認
定
が
必
要
で
人
件
費
が

上
昇
す
る
中
、
プ
ー
ル
を
維
持

運
営
し
て
い
る
。
費
用
対
効
果

も
勘
案
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

問　
公
園
を
憩
い
の
場
所
と
す

る
機
能
整
備
や
駐
車
場
増
設
に

向
け
て
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

副
市
長
　
今
後
の
方
向
性
を
海

岸
エ
リ
ア
魅
力
ア
ッ
プ
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を

踏
ま
え
市
民
意
見
を
聴
き
な
が

ら
検
討
し
た
い
が
、
龍
城
ケ
丘

ゾ
ー
ン
の
整
備
の
ま
と
ま
り
を

待
っ
て
か
ら
取
り
組
む
。

須
賀
公
民
館
の 

建
て
替
え
は

問　
建
て
替
え
も
考
え
た
取
り

組
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。

社
会
教
育
部
長
　
建
物
は
新
耐

震
基
準
に
適
合
し
て
い
る
。
老

朽
化
や
利
便
性
の
改
善
は
、
大

規
模
修
繕
の
際
に
対
応
す
る
。

▼
こ
の
ほ
か
の
質
問　
新
港
周

辺
整
備

湘
南
フ
ォ
ー
ラ
ム

日
本
共
産
党
平
塚
市
議
会
議
員
団

自
治
基
本
条
例
に
そ
っ
た
ま
ち
づ

く
り
と
住
民
の
福
祉
の
増
進
を

松
本 

敏
子 

議
員

明
が
難
し
い
部
分
も
あ
る
の
で

事
業
者
と
検
討
し
説
明
す
る
。

問　
片
瀬
海
岸
の
地
下
駐
車
場

は
年
間
２
０
０
日
満
車
で
あ
る

が
、
近
隣
の
駐
車
場
と
連
携
し

誘
導
し
て
い
る
。
平
塚
海
岸
で

も
同
様
に
他
の
駐
車
場
と
連
携

す
れ
ば
、
１
２
０
台
分
の
駐
車

場
整
備
は
不
要
で
は
な
い
か
。

都
市
整
備
部
長
　
交
通
管
理
者

な
ど
と
の
協
議
で
決
ま
る
の

で
、
台
数
が
多
い
か
少
な
い
か

断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

問　
新
し
い
公
園
の
集
客
に
年

間
76
万
人
を
想
定
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
破
綻
の
原
因
は
過

剰
な
想
定
を
し
た
計
画
で
あ

る
。
住
民
生
活
を
犠
牲
に
し
て

は
な
ら
な
い
が
、
何
が
何
で
も

樹
木
を
切
っ
て
進
め
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長
　
既
存
の
樹
木

は
で
き
る
だ
け
残
す
が
、
支
障

と
な
る
樹
木
は
伐
採
し
、
必
要

な
と
こ
ろ
に
は
植
樹
を
す
る
。

問　
市
長
が
住
民
と
向
き
合
っ

て
問
題
を
解
決
し
て
ほ
し
い
。

見
解
を
伺
う
。

都
市
整
備
部
長
　
事
業
を
熟
知

し
て
い
る
所
管
課
で
説
明
を
行

う
べ
き
と
思
っ
て
い
る
。

大
神
地
区
土
地 

区
画
整
理
事
業

問　
事
業
費
の
内
訳
を
伺
う
。

都
市
整
備
部
長
　
総
事
業
費
は

約
２
１
９
億
円
、
そ
の
う
ち
市

の
負
担
は
約
31
億
円
と
な
る
。

問　
３
か
所
予
定
し
て
い
た
雨

水
調
整
池
の
う
ち
、
１
号
調
整

池
を
な
ぜ
不
要
と
し
た
の
か
。

都
市
整
備
部
長
　
下
流
の
天
神

森
排
水
路
を
考
慮
し
た
詳
細
な

調
査
の
結
果
、
支
障
が
な
い
と

確
認
で
き
た
た
め
廃
止
し
た
。

問　
国
道
１
２
９
号
に
出
る
道

路
が
１
本
廃
止
さ
れ
渋
滞
が
深

刻
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
改
善

さ
れ
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長
　
最
終
的
に
は

道
路
整
備
が
終
わ
ら
な
い
と
厚

木
方
面
へ
の
右
折
帯
が
で
き
な

い
。
解
消
は
令
和
４
年
頃
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

学
童
保
育
の 

保
育
料
減
免
に
つ
い
て

問　
多
く
の
自
治
体
で
生
活
保

護
世
帯
や
非
課
税
世
帯
、
ひ
と

り
親
世
帯
の
学
童
保
育
の
保
育

料
を
減
免
し
、
２
人
目
以
降
の

減
免
も
実
施
し
て
い
る
が
、
本

市
の
考
え
を
伺
う
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長
　
令
和
２

年
度
か
ら
生
活
保
護
受
給
世
帯

は
全
額
を
減
免
し
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
は
減
免
額
の
上
限
を

撤
廃
す
る
。
現
在
、
２
人
目
以

降
の
減
免
は
考
え
て
い
な
い
。

避
難
行
動
計
画
に
よ
る
安
心
安
全

府
川 

正
明 

議
員

所 属 議 員
湘南フォーラム

出村 光 議員

所 属 議 員
日本共産党平塚市議会議員団

石田 雄二 議員

問　
本
市
は
令
和
４
年
４
月
に

市
制
施
行
90
周
年
を
迎
え
る

が
、
記
念
事
業
実
施
に
つ
い
て

の
考
え
を
伺
う
。

総
務
部
長
　
現
時
点
で
は
未
定

で
あ
る
が
、
新
規
で
事
業
を
実

施
す
る
場
合
は
庁
内
で
検
討
組

織
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
し
て
、

市
民
や
職
員
の
意
見
を
聴
き
な

が
ら
検
討
し
て
い
く
。

問　
見
附
台
周
辺
整
備
の
メ
イ

ン
と
な
る
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
も

同
年
３
月
に
供
用
開
始
と
な

る
。
こ
け
ら
落
と
し
と
記
念
事

業
を
兼
ね
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
の
ど

自
慢
や
大
相
撲
を
招
致
す
る
こ

と
も
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

総
務
部
長
　
の
ど
自
慢
や
大
相

撲
な
ど
も
検
討
課
題
の
一
つ
と

し
て
議
論
し
て
い
き
た
い
。

土
砂
災
害
か
ら
い
か
に 

市
民
を
守
る
か

問　
本
市
北
部
に
あ
る
通
称
城

所
山
は
、
東
海
道
新
幹
線
な
ど

の
工
事
で
土
砂
を
採
り
、
そ
の

ま
ま
の
状
態
で
50
年
以
上
放
置

さ
れ
て
い
る
所
も
あ
る
た
め
、

土
砂
崩
れ
が
懸
念
さ
れ
る
。
大

雨
で
土
砂
の
一
部
が
民
地
に
流

れ
込
む
と
い
う
事
故
も
起
き
て

お
り
、
住
民
の
不
安
は
解
消
さ

れ
て
い
な
い
。
早
期
の
対
策
が

必
要
で
は
な
い
か
。

土
木
部
長
　
県
が
行
う
急
傾
斜

地
崩
壊
対
策
事
業
に
よ
り
当
該

地
を
整
備
す
る
に
は
、
急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
県
や
地
域
と

連
携
し
な
が
ら
、
危
険
区
域
の

指
定
及
び
県
に
よ
る
崩
壊
対
策

事
業
が
円
滑
に
講
じ
ら
れ
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
く
。

問　
一
般
論
と
し
て
、
土
砂
崩

れ
で
は
、
土
砂
が
崩
れ
た
方
と

崩
れ
て
き
た
方
ど
ち
ら
の
土
地

所
有
者
が
責
任
を
持
つ
の
か
。

ま
た
、
擁
壁
工
事
は
ど
ち
ら
が

す
る
の
か
。

ま
ち
づ
く
り
政
策
部
長
　
い
ず

れ
も
土
砂
の
傾
斜
の
上
の
方
の

土
地
所
有
者
の
責
務
に
な
る
。

▼
こ
の
ほ
か
の
質
問　
第
70
回

湘
南
ひ
ら
つ
か
七
夕
ま
つ
り


